
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
五
号

地
方
航
空
局
組
織
規
則

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
二
百
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、

地
方
航
空
局
組
織
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
内
部
部
局
（
第
一
条―

第
三
十
四
条
の
二
）

第
二
章
　
地
方
航
空
局
の
事
務
所

第
一
節
　
総
則
（
第
三
十
五
条
）

第
二
節
　
空
港
事
務
所

第
一
款
　
総
則
（
第
三
十
六
条―

第
三
十
九
条
の
五
）

第
二
款
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
、
仙
台
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
（
第
四
十
条―

第
六
十
条
）

第
三
款
　
そ
の
他
の
空
港
事
務
所
（
第
六
十
一
条―

第
七
十
九
条
）

第
三
節
　
空
港
出
張
所
（
第
八
十
条―

第
八
十
二
条
）

第
四
節
　
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
（
第
八
十
三
条―

第
八
十
五
条
）

第
三
章
　
雑
則
（
第
八
十
六
条
）

附
則

第
一
章
　
内
部
部
局

（
適
正
業
務
管
理
官
）

第
一
条
　
東
京
航
空
局
及
び
大
阪
航
空
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
適
正
業
務
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
適
正
業
務
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
法
令
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
指
導
そ
の
他
の
業
務
の
適
正
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
特
定
事
項
に
係
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
安
全
管
理
官
）

第
一
条
の
二
　
東
京
航
空
局
及
び
大
阪
航
空
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
安
全
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
安
全
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
航
空
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
特
定
事
項
に
係
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
空
港
連
携
調
整
官
）

第
一
条
の
三
　
東
京
航
空
局
に
空
港
連
携
調
整
官
三
人
を
、
大
阪
航
空
局
に
空
港
連
携
調
整
官
二
人
を
置
く
。

２
　
空
港
連
携
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
空
港
そ
の
他
の
飛
行
場
（
以
下
「
空
港
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る

関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
携
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

３
　
空
港
連
携
調
整
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
統
括
空
港
連
携
調
整
官
と
す
る
。

４
　
統
括
空
港
連
携
調
整
官
は
、
空
港
連
携
調
整
官
の
事
務
を
統
括
す
る
。

（
技
術
管
理
官
）

第
一
条
の
四
　
東
京
航
空
局
及
び
大
阪
航
空
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
技
術
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
技
術
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
事
業
（
委
託
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
技
術
及
び
管
理
の
改
善
に
関
す
る
特
定
事
項
に
係
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
災
害
対
策
推
進
官
）

第
一
条
の
五
　
東
京
航
空
局
及
び
大
阪
航
空
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
災
害
対
策
推
進
官
一
人
を
置
く
。

２
　
災
害
対
策
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
自
然
災
害
に
よ
る
被
害
の
予
防
そ
の
他
の
空
港
等
及
び
航
空
保
安
施
設
に
係
る
保
全
に
関
す
る
特
定
事
項
に
係
る
も
の
を
整
理
す
る
。

（
総
務
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
条
　
総
務
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
公
文
書
類
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
職
員
に
貸
与
す
る
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
地
方
航
空
局
の
行
う
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
国
の
直
轄
の
事
業
に
つ
い
て
の
入
札
及
び
契
約
の
技
術
的
な
事
項
に
係
る
審
査
及
び
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
国
の
直
轄
の
事
業
の
工
事
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。
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十
一
　
地
域
的
な
航
空
に
関
す
る
重
要
な
政
策
に
関
す
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
航
空
に
関
す
る
事
業
（
航
空
機
及
び
そ
の
装
備
品
の
生
産
（
修
理
に
つ
い
て
は
、
航
空
機
製
造
事
業
者
の
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
外
国
航
空
機
の
航
行
及
び
使
用
に
関
す
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
空
港
部
の
所
掌
事
務
）

第
三
条
　
空
港
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
空
港
等
を
活
用
し
た
地
域
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行
に
よ
り
生
ず
る
騒
音
等
に
よ
る
障
害
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
並
び
に
保
安
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
使
用
す
る
機
械
施
設
に
関
す
る
工
事
並
び
に
機
械
施
設
及
び
車
両
の
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
保
安
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
保
安
部
の
所
掌
事
務
）

第
四
条
　
保
安
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
機
の
運
航
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
航
空
機
の
航
行
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
空
港
等
の
安
全
表
面
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
着
陸
帯
、
誘
導
路
、
エ
プ
ロ
ン
及
び
ラ
ン
プ
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
空
港
等
の
保
安
に
関
す
る
こ
と
（
土
木
施
設
、
建
築
施
設
及
び
電
気
施
設
（
航
空
保
安
無
線
施
設
、
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
航
空
交
通
管
制
の
た
め
に
必
要
な
情
報
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
施
設
（
以

下
「
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
関
す
る
保
守
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
　
航
空
情
報
（
電
話
に
よ
る
航
空
通
信
に
よ
り
提
供
す
る
航
空
情
報
（
以
下
「
電
話
に
よ
る
航
空
情
報
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
航
空
路
管
制
業
務
又
は
進
入
管
制
業
務
に
関
連
し
て
提
供
す
る
も
の
（
以
下
「
電
話
に
よ
る
航
空
路

航
空
情
報
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
航
空
通
信
の
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
航
空
機
及
び
そ
の
装
備
品
並
び
に
こ
れ
ら
に
使
用
す
る
材
料
及
び
部
品
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
航
空
従
事
者
に
関
す
る
証
明
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
運
航
管
理
者
技
能
検
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
遭
難
航
空
機
の
捜
索
及
び
救
助
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
等
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
救
助
の
実
施
を
除
く
。
）
。

十
二
　
運
輸
安
全
委
員
会
の
行
う
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
調
査
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
飛
行
場
管
制
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
及
び
着
陸
誘
導
管
制
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
灯
火
そ
の
他
の
電
気
施
設
に
関
す
る
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
航
空
灯
火
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
　
類
似
灯
火
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
　
昼
間
障
害
標
識
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
　
航
空
保
安
用
電
気
通
信
施
設
及
び
航
空
灯
火
の
用
に
供
す
る
予
備
電
源
設
備
の
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

（
次
長
）

第
四
条
の
二
　
東
京
航
空
局
総
務
部
及
び
空
港
部
並
び
に
大
阪
航
空
局
総
務
部
及
び
空
港
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
長
一
人
を
置
く
。

２
　
次
長
は
、
部
長
を
助
け
、
部
の
事
務
を
整
理
す
る
。

（
総
務
部
に
置
く
課
等
）

第
五
条
　
総
務
部
に
、
次
の
七
課
を
置
く
。

総
務
課

人
事
課

経
理
課

契
約
課

管
財
調
達
課
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地
域
航
空
事
業
課

安
全
企
画
・
保
安
対
策
課

２
　
前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
総
務
部
に
広
報
対
策
官
及
び
航
空
保
安
監
査
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
公
文
書
類
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
人
事
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
条
　
人
事
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
職
員
に
貸
与
す
る
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

（
経
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
条
　
経
理
課
は
、
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
契
約
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
条
　
契
約
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
地
方
航
空
局
の
行
う
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
国
の
直
轄
の
事
業
に
つ
い
て
の
入
札
及
び
契
約
の
技
術
的
な
事
項
に
係
る
審
査
及
び
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
国
の
直
轄
の
事
業
の
工
事
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

（
管
財
調
達
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
条
　
管
財
調
達
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
営
繕
に
関
す
る
こ
と
。

（
地
域
航
空
事
業
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
一
条
　
地
域
航
空
事
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
当
該
事
項
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
（
安
全
企
画
・
保
安
対
策
課
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
地
域
的
な
航
空
に
関
す
る
重
要
な
政
策
に
関
す
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
航
空
に
関
す
る
事
業
（
航
空
機
及
び
そ
の
装
備
品
の
生
産
（
修
理
に
つ
い
て
は
、
航
空
機
製
造
事
業
者
の
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
業
を
除
く
。
）
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
外
国
航
空
機
の
航
行
及
び
使
用
に
関
す
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
航
空
輸
送
需
要
の
増
進
を
図
る
観
点
か
ら
の
地
域
の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
安
全
企
画
・
保
安
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
二
条
　
安
全
企
画
・
保
安
対
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
航
空
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
当
該
事
項
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
内
の
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
空
港
等
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
に
関
す
る
事
故
そ
の
他
空
港
等
に
お
け
る
事
故
並
び
に
空
港
等
に
お
け
る
災
害
に
関
す
る
こ
と
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
保
安
監
査
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
広
報
対
策
官
の
職
務
）

第
十
三
条
　
広
報
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
広
報
及
び
地
方
航
空
局
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
重
要
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
航
空
保
安
監
査
官
の
職
務
）

第
十
四
条
　
航
空
保
安
監
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
航
空
に
関
す
る
犯
罪
の
防
止
に
係
る
措
置
の
実
施
に
関
す
る
監
査
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
空
港
部
に
置
く
課
等
）

第
十
五
条
　
空
港
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。
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空
港
管
理
課

空
港
企
画
調
整
課

空
港
安
全
監
督
課

補
償
課
（
大
阪
航
空
局
に
限
る
。
）

土
木
課

建
築
課

機
械
課

２
　
前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
空
港
部
に
空
港
管
理
企
画
調
整
官
（
大
阪
航
空
局
に
限
る
。
）
、
空
港
経
営
改
革
調
整
官
、
地
域
振
興
・
環
境
調
整
官
及
び
建
築
施
設
保
全
対
策
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

（
空
港
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
六
条
　
空
港
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
空
港
等
を
活
用
し
た
地
域
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
地
域
振
興
・
環
境
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
空
港
等
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行
に
よ
り
生
ず
る
騒
音
等
に
よ
る
障
害
に
関
す
る
こ
と
（
補
償
課
及
び
地
域
振
興
・
環
境
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
並
び
に
保
安
部
並
び
に
他
課
並
び
に
空
港
管
理
企
画
調
整
官
、
空

港
経
営
改
革
調
整
官
及
び
建
築
施
設
保
全
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

２
　
東
京
航
空
局
の
空
港
管
理
課
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
地
域
振
興
・
環
境
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
周
辺
の
障
害
物
件
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
土
地
の
収
用
、
買
収
、
使
用
及
び
寄
附
に
関
す
る
こ
と
。

（
空
港
企
画
調
整
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
七
条
　
空
港
企
画
調
整
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
の
整
備
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
国
の
地
方
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
空
港
等
の
建
設
、
改
良
及
び
維
持
に
関
す
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
土
木
施
設
、
建
築
施
設
及
び
機
械
施
設
に
関
す
る
防
災
対
策
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
安
全
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
東
京
航
空
局
の
空
港
企
画
調
整
課
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
東
京
国
際
空
港
の
整
備
の
実
施
に
関
す
る
調
査
及
び
計
画
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
東
京
国
際
空
港
の
整
備
に
係
る
土
木
施
設
、
建
築
施
設
及
び
機
械
施
設
に
関
す
る
工
事
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
空
港
安
全
監
督
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
八
条
　
空
港
安
全
監
督
課
は
、
空
港
等
に
係
る
安
全
に
関
す
る
国
際
的
な
基
準
に
基
づ
く
措
置
の
実
施
に
関
す
る
監
査
及
び
指
導
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
補
償
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
九
条
　
補
償
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
機
の
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
工
事
及
び
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
共
同
利
用
施
設
の
整
備
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
十
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
種
区
域
か
ら
の
移
転
の
補
償
そ
の
他
損
失
の
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
空
港
等
周
辺
の
障
害
物
件
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
土
地
の
収
用
、
買
収
、
使
用
及
び
寄
附
に
関
す
る
こ
と
。

（
土
木
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
　
土
木
課
は
、
土
木
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
事
務
（
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
並
び
に
空
港
企
画
調
整
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ

ど
る
。

（
建
築
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
一
条
　
建
築
課
は
、
建
築
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
事
務
（
空
港
企
画
調
整
課
及
び
建
築
施
設
保
全
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
機
械
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
二
条
　
機
械
課
は
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
使
用
す
る
機
械
施
設
に
関
す
る
工
事
並
び
に
機
械
施
設
及
び
車
両
の
保
守
に
関
す
る
事
務
（
保
安
部
及
び
空
港
企
画
調
整
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
空
港
管
理
企
画
調
整
官
の
職
務
）

第
二
十
三
条
　
空
港
管
理
企
画
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
空
港
等
の
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
（
空
港
企
画
調
整
課
、
空
港
安

全
監
督
課
、
土
木
課
及
び
建
築
課
並
び
に
空
港
経
営
改
革
調
整
官
、
地
域
振
興
・
環
境
調
整
官
及
び
建
築
施
設
保
全
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
空
港
経
営
改
革
調
整
官
の
職
務
）

第
二
十
四
条
　
空
港
経
営
改
革
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
空
港
等
の
管
理
に
お
け
る
民
間
の
能
力
の
活
用
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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（
地
域
振
興
・
環
境
調
整
官
の
職
務
）

第
二
十
五
条
　
地
域
振
興
・
環
境
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
空
港
等
を
活
用
し
た
地
域
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行
に
よ
り
生
ず
る
騒
音
等
に
よ
る
障
害
に
関
す
る
こ
と
（
補
償
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

２
　
東
京
航
空
局
の
地
域
振
興
・
環
境
調
整
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
周
辺
の
障
害
物
件
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
土
地
の
収
用
、
買
収
、
使
用
及
び
寄
附
に
関
す
る
こ
と
。

（
建
築
施
設
保
全
対
策
官
の
職
務
）

第
二
十
六
条
　
建
築
施
設
保
全
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
建
築
施
設
の
保
全
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
（
空
港
企
画
調
整
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
保
安
部
に
置
く
課
等
）

第
二
十
七
条
　
保
安
部
に
、
次
の
七
課
並
び
に
統
括
事
業
安
全
監
督
官
一
人
、
運
航
審
査
官
、
航
空
機
検
査
官
、
整
備
審
査
官
、
航
空
従
事
者
試
験
官
及
び
交
通
管
制
機
械
設
備
調
整
官
一
人
を
置
く
。

技
術
保
安
企
画
調
整
課

運
航
課

運
用
課

管
制
課

管
制
技
術
課

航
空
灯
火
・
電
気
技
術
課

交
通
管
制
安
全
監
督
課

（
技
術
保
安
企
画
調
整
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
七
条
の
二
　
技
術
保
安
企
画
調
整
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
保
安
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
に
お
け
る
航
空
保
安
業
務
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
国
の
地
方
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
保
安
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
安
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
運
航
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
七
条
の
三
　
運
航
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
機
の
運
航
に
関
す
る
安
全
の
確
保
に
係
る
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
運
航
審
査
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
航
空
機
の
航
行
の
方
法
に
係
る
許
可
及
び
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
空
港
等
の
安
全
表
面
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
航
空
機
及
び
そ
の
装
備
品
並
び
に
こ
れ
ら
に
使
用
す
る
材
料
及
び
部
品
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
機
検
査
官
及
び
整
備
審
査
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
航
空
従
事
者
に
関
す
る
証
明
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
従
事
者
試
験
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
　
運
航
管
理
者
技
能
検
定
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
従
事
者
試
験
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
　
運
輸
安
全
委
員
会
の
行
う
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
調
査
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

（
運
用
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
八
条
　
運
用
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
機
の
運
航
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
運
航
課
及
び
運
航
審
査
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
航
空
機
の
航
行
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
部
及
び
運
航
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
着
陸
帯
、
誘
導
路
、
エ
プ
ロ
ン
及
び
ラ
ン
プ
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
（
技
術
保
安
企
画
調
整
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
空
港
等
の
保
安
に
関
す
る
こ
と
（
土
木
施
設
、
建
築
施
設
及
び
電
気
施
設
（
航
空
保
安
無
線
施
設
、
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
を
除
く
。
）
に
関
す
る
保
守
に
関
す
る
も
の
並
び
に
技
術
保

安
企
画
調
整
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
航
空
情
報
（
電
話
に
よ
る
航
空
路
航
空
情
報
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
技
術
保
安
企
画
調
整
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
　
航
空
通
信
の
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
技
術
保
安
企
画
調
整
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
　
遭
難
航
空
機
の
捜
索
及
び
救
助
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
等
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
救
助
の
実
施
並
び
に
技
術
保
安
企
画
調
整
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
管
制
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
九
条
　
管
制
課
は
、
飛
行
場
管
制
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
及
び
着
陸
誘
導
管
制
に
関
す
る
事
務
（
技
術
保
安
企
画
調
整
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
管
制
技
術
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
条
　
管
制
技
術
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
技
術
保
安
企
画
調
整
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
技
術
保
安
企
画
調
整
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
航
空
保
安
用
電
気
通
信
施
設
及
び
航
空
灯
火
の
用
に
供
す
る
予
備
電
源
設
備
の
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
技
術
保
安
企
画
調
整
課
及
び
交
通
管
制
機
械
設
備
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
条
の
二
　
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
灯
火
そ
の
他
の
電
気
施
設
（
航
空
保
安
無
線
施
設
、
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
を
除
く
。
）
に
関
す
る
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
技
術
保
安
企
画
調
整
課
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
航
空
灯
火
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
類
似
灯
火
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
昼
間
障
害
標
識
に
関
す
る
こ
と
。

（
交
通
管
制
安
全
監
督
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
条
の
三
　
交
通
管
制
安
全
監
督
課
は
、
航
空
保
安
業
務
に
係
る
安
全
に
関
す
る
事
務
の
運
営
に
関
す
る
実
況
の
監
察
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
改
善
事
項
の
調
査
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
統
括
事
業
安
全
監
督
官
の
職
務
）

第
三
十
条
の
四
　
統
括
事
業
安
全
監
督
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
統
括
す
る
。

一
　
航
空
機
の
航
行
の
安
全
の
確
保
に
係
る
航
空
運
送
事
業
及
び
航
空
機
使
用
事
業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
整
備
規
程
の
認
可
に
係
る
審
査
そ
の
他
航
空
機
及
び
そ
の
装
備
品
の
整
備
に
係
る
審
査
、
検
査
、
監
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

（
運
航
審
査
官
の
職
務
）

第
三
十
一
条
　
運
航
審
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
長
の
認
定
及
び
査
察
操
縦
士
の
指
名
に
係
る
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
航
空
機
の
航
行
の
安
全
の
確
保
に
係
る
外
国
航
空
機
並
び
に
航
空
運
送
事
業
及
び
航
空
機
使
用
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
運
航
審
査
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
先
任
運
航
審
査
官
と
す
る
。

３
　
先
任
運
航
審
査
官
は
、
運
航
審
査
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

（
航
空
機
検
査
官
の
職
務
）

第
三
十
二
条
　
航
空
機
検
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
航
空
機
及
び
そ
の
装
備
品
に
係
る
検
査
（
こ
れ
ら
の
設
計
、
製
造
、
整
備
、
改
造
又
は
検
査
に
関
す
る
認
定
の
た
め
の
検
査
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
（
整
備
審
査
官
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
　
航
空
機
検
査
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
先
任
航
空
機
検
査
官
と
す
る
。

３
　
先
任
航
空
機
検
査
官
は
、
航
空
機
検
査
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

４
　
東
京
航
空
局
に
あ
っ
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
機
検
査
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
次
席
航
空
機
検
査
官
と
す
る
。

５
　
次
席
航
空
機
検
査
官
は
、
航
空
機
検
査
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
の
管
理
に
関
し
、
先
任
航
空
機
検
査
官
を
補
佐
す
る
。

６
　
二
人
以
上
の
航
空
機
検
査
官
を
空
港
等
の
所
在
地
に
駐
在
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
航
空
機
検
査
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
航
空
機
検
査
長
と
す
る
。

７
　
航
空
機
検
査
長
は
、
当
該
所
在
地
に
駐
在
す
る
航
空
機
検
査
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

（
整
備
審
査
官
の
職
務
）

第
三
十
三
条
　
整
備
審
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
整
備
規
程
の
認
可
に
係
る
審
査
そ
の
他
航
空
機
及
び
そ
の
装
備
品
の
整
備
に
係
る
審
査
、
検
査
、
監
査
及
び
指
導
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
　
整
備
審
査
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
先
任
整
備
審
査
官
と
す
る
。

３
　
先
任
整
備
審
査
官
は
、
整
備
審
査
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

４
　
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
整
備
審
査
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
次
席
整
備
審
査
官
と
す
る
。

５
　
次
席
整
備
審
査
官
は
、
整
備
審
査
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
の
管
理
に
関
し
、
先
任
整
備
審
査
官
を
補
佐
す
る
。

（
航
空
従
事
者
試
験
官
の
職
務
）

第
三
十
四
条
　
航
空
従
事
者
試
験
官
は
、
命
を
受
け
て
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
九
条
（
同
法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
三
条
第
三
項
、
第
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
七
十
八
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
試
験
の
問
題
を
作
成
し
、
及
び
試
験
を
実
施
す
る
。

２
　
航
空
従
事
者
試
験
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
先
任
航
空
従
事
者
試
験
官
と
す
る
。

３
　
先
任
航
空
従
事
者
試
験
官
は
、
航
空
従
事
者
試
験
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

（
交
通
管
制
機
械
設
備
調
整
官
の
職
務
）

第
三
十
四
条
の
二
　
交
通
管
制
機
械
設
備
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
航
空
保
安
用
電
気
通
信
施
設
及
び
航
空
灯
火
の
用
に
供
す
る
予
備
電
源
設
備
の
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
重
要
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
関
係
行
政

機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
（
技
術
保
安
企
画
調
整
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。
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第
二
章
　
地
方
航
空
局
の
事
務
所

第
一
節
　
総
則

（
設
置
）

第
三
十
五
条
　
国
土
交
通
省
設
置
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
航
空
局
の
事
務
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

空
港
事
務
所

空
港
出
張
所

空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所

第
二
節
　
空
港
事
務
所

第
一
款
　
総
則

（
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
）

第
三
十
六
条
　
空
港
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
地
方
航
空
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
話
に
よ
る
国
内
航
空
通
信
の
実
施
に
関
す
る
事
務
、
電
話
に
よ
る
航
空
情
報
に
関
す
る
事
務
、
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
と
航
空
機
と
の
航
空
交
通
管
制
及
び
航
空
機

の
位
置
通
報
に
関
す
る
連
絡
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
事
務
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
空
港
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
つ
い
て
特
別
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
三
十
七
条
　
空
港
事
務
所
は
、
地
方
航
空
局
及
び
航
空
交
通
管
制
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一
　
航
空
に
関
す
る
事
業
（
航
空
機
及
び
そ
の
装
備
品
の
生
産
（
修
理
に
つ
い
て
は
、
航
空
機
製
造
事
業
者
の
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
業
を
除
く
。
）
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
空
港
等
の
供
用
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
空
港
等
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行
に
よ
り
生
ず
る
騒
音
等
に
よ
る
障
害
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
空
港
等
内
の
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
空
港
等
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
に
関
す
る
事
故
そ
の
他
空
港
等
に
お
け
る
事
故
及
び
空
港
等
に
お
け
る
災
害
に
関
す
る
こ
と
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
の
二
　
空
港
等
に
お
け
る
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

七
の
三
　
土
地
の
収
用
、
買
収
、
使
用
及
び
寄
附
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
航
空
機
の
運
航
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
航
空
機
の
航
行
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
遭
難
航
空
機
の
捜
索
及
び
救
助
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
航
空
情
報
（
電
話
に
よ
る
航
空
路
航
空
情
報
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
二
　
航
空
交
通
管
制
の
た
め
に
必
要
な
情
報
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
航
空
通
信
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
運
輸
安
全
委
員
会
の
行
う
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
調
査
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
電
話
に
よ
る
航
空
通
信
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
五
　
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
と
航
空
機
と
の
航
空
交
通
管
制
及
び
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
連
絡
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
六
　
着
陸
帯
、
誘
導
路
、
エ
プ
ロ
ン
及
び
ラ
ン
プ
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
空
港
等
の
保
安
に
関
す
る
こ
と
（
土
木
施
設
、
建
築
施
設
及
び
電
気
施
設
（
航
空
保
安
無
線
施
設
、
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
を
除
く
。
）
に
関
す
る
保
守
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
八
　
飛
行
場
管
制
業
務
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務
及
び
着
陸
誘
導
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
九
　
航
空
法
第
九
十
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
　
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
の
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
一
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
二
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三
　
航
空
交
通
管
制
に
用
い
る
施
設
の
作
動
状
況
の
監
視
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四
　
空
港
等
の
施
設
に
係
る
航
空
法
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五
　
土
木
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
六
　
建
築
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
七
　
航
空
灯
火
そ
の
他
の
電
気
施
設
（
航
空
保
安
無
線
施
設
、
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
を
除
く
。
）
に
関
す
る
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
八
　
航
空
灯
火
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
九
　
類
似
灯
火
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
　
昼
間
障
害
標
識
に
関
す
る
こ
と
。

7



三
十
一
　
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
使
用
す
る
機
械
施
設
に
関
す
る
工
事
並
び
に
機
械
施
設
及
び
車
両
の
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
二
　
削
除

三
十
三
　
電
話
に
よ
る
航
空
路
航
空
情
報
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
二
百
四
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
航
空
交
通
管
制
部
長
が
当
該
事
務
に
係
る
権

限
を
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
（
以
下
「
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
。

三
十
四
　
進
入
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

三
十
五
　
航
空
路
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

三
十
六
　
航
空
法
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
及
び
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

三
十
七
　
航
空
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

三
十
八
　
航
空
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
与
え
た
航
空
機
の
到
着
の
通
知
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

三
十
九
　
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

（
国
際
空
港
長
及
び
空
港
長
）

第
三
十
八
条
　
空
港
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
空
港
の
空
港
事
務
所
長
は
国
際
空
港
長
と
称
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
空
港
事
務
所
長
は
空
港
長
と
称
す
る
も
の
と
す
る
。

（
次
長
）

第
三
十
九
条
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
に
次
長
二
人
を
、
成
田
空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
中
部
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
に
そ
れ
ぞ
れ
次
長
一
人
を
置

く
。

２
　
次
長
は
、
空
港
事
務
所
長
を
助
け
、
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
を
整
理
す
る
。

（
総
務
調
整
官
）

第
三
十
九
条
の
二
　
中
部
空
港
事
務
所
及
び
関
西
空
港
事
務
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
総
務
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
総
務
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
運
航
効
率
化
推
進
官
）

第
三
十
九
条
の
三
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
中
部
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
及
び
福
岡
空
港
事
務
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
運
航
効
率
化
推
進
官
一
人
を
置
く
。

２
　
運
航
効
率
化
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
空
港
事
務
所
の
所
掌
の
う
ち
航
空
機
の
運
航
の
効
率
化
、
円
滑
化
及
び
適
正
化
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

（
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
官
）

第
三
十
九
条
の
四
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２
　
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
航
空
保
安
無
線
施
設
そ
の
他
の
航
空
保
安
用
電
気
通
信
施
設
、
電
気
施
設
（
航
空
灯
火
を
除
く
。
）
及
び
機
械
施
設
で
あ
っ
て
広
域
に
わ
た
る
も
の

の
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

第
二
款
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
、
仙
台
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所

（
新
千
歳
空
港
事
務
所
等
に
置
く
部
）

第
四
十
条
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
、
仙
台
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
に
、
次
に
掲
げ
る
部
を
置
く
。

総
務
部

空
港
安
全
部
（
東
京
空
港
事
務
所
に
限
る
。
）

管
制
保
安
部

施
設
部
（
東
京
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
に
限
る
。
）

（
総
務
部
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
一
条
　
総
務
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
類
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
職
員
に
貸
与
す
る
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
航
空
に
関
す
る
事
業
（
航
空
機
及
び
そ
の
装
備
品
の
生
産
（
修
理
に
つ
い
て
は
、
航
空
機
製
造
事
業
者
の
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
業
を
除
く
。
）
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
並
び
に
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
　
空
港
等
の
供
用
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
一
　
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
国
有
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。
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十
三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
の
総
務
部
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
内
の
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
に
関
す
る
事
故
そ
の
他
空
港
等
に
お
け
る
事
故
及
び
空
港
等
に
お
け
る
災
害
に
関
す
る
こ
と
（
管
制
保
安
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
空
港
等
に
お
け
る
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
航
空
機
の
強
取
、
破
壊
そ
の
他
の
航
空
に
関
す
る
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
東
京
空
港
事
務
所
及
び
福
岡
空
港
事
務
所
の
総
務
部
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
空
港
等
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行
に
よ
り
生
ず
る
騒
音
等
に
よ
る
障
害
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４
　
那
覇
空
港
事
務
所
の
総
務
部
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
の
収
用
、
買
収
、
使
用
及
び
寄
附
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
空
港
安
全
部
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
二
条
　
空
港
安
全
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
の
運
用
に
関
す
る
安
全
の
確
保
に
係
る
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
内
の
公
共
用
通
路
に
お
け
る
自
動
車
の
交
通
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
空
港
等
内
の
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
空
港
等
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
に
関
す
る
事
故
そ
の
他
空
港
等
に
お
け
る
事
故
及
び
空
港
等
に
お
け
る
災
害
に
関
す
る
こ
と
（
管
制
保
安
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
空
港
等
に
お
け
る
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
三
条
　
削
除

（
管
制
保
安
部
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
四
条
　
管
制
保
安
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
と
航
空
機
と
の
航
空
交
通
管
制
及
び
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
連
絡
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
又
は
航
空
機
か
ら
の
要
請
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
）
。

二
　
国
内
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
の
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
航
空
灯
火
そ
の
他
の
電
気
施
設
（
航
空
保
安
無
線
施
設
、
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
を
除
く
。
）
に
関
す
る
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
航
空
灯
火
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
類
似
灯
火
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
昼
間
障
害
標
識
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
進
入
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

十
　
航
空
路
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

十
一
　
航
空
法
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
及
び
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

十
二
　
航
空
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

十
三
　
航
空
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
与
え
た
航
空
機
の
到
着
の
通
知
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

十
四
　
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

２
　
仙
台
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一
　
飛
行
場
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
航
空
法
第
九
十
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

３
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
成
田
空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
交
通
管
制
に
用
い
る
施
設
の
作
動
状
況
の
監
視
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
東
京
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
前
三
項

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
国
内
航
空
通
信
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
電
話
に
よ
る
航
空
通
信
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

５
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
及
び
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
成
田
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、

鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
と
航
空
機
と
の
航
空
交
通
管
制
及
び
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
連
絡
に
関
す
る
事
務
（
航

空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
又
は
航
空
機
か
ら
の
要
請
に
よ
り
行
う
も
の
並
び
に
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

６
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
及
び
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
仙
台
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
東
京
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務
に
関
す
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。
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７
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
仙
台
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
成
田
空
港
事
務
所
の

管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
福
岡
空
港
事
務
所
及
び
鹿
児
島
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

８
　
東
京
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
福
岡
空
港
事
務
所
及
び
鹿
児
島
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
那
覇
空
港
事
務

所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
機
の
運
航
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
及
び
当
該
承
認
を
与
え
た
航
空
機
の
到
着
の
通
知
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

二
　
航
空
機
の
航
行
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
遭
難
航
空
機
の
捜
索
及
び
救
助
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
等
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
救
助
の
実
施
を
除
く
。
）
。

四
　
航
空
情
報
（
電
話
に
よ
る
航
空
路
航
空
情
報
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
運
輸
安
全
委
員
会
の
行
う
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
調
査
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
電
話
に
よ
る
航
空
路
航
空
情
報
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

９
　
東
京
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
那
覇
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安

部
は
、
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
着
陸
帯
、
誘
導
路
、
エ
プ
ロ
ン
及
び
ラ
ン
プ
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
の
保
安
に
関
す
る
こ
と
（
土
木
施
設
、
建
築
施
設
及
び
電
気
施
設
（
航
空
保
安
無
線
施
設
、
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
を
除
く
。
）
に
関
す
る
保
守
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

10
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
大
阪
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
電
話
に
よ
る
航
空
情

報
（
電
話
に
よ
る
飛
行
場
航
空
情
報
（
電
話
に
よ
る
航
空
情
報
で
あ
っ
て
飛
行
場
管
制
業
務
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務
又
は
着
陸
誘
導
管
制
業
務
に
関
連
し
て
提
供
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
電
話
に
よ
る

航
空
路
航
空
情
報
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
務
（
空
港
出
張
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

11
　
成
田
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
東
京
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
に
規
定

す
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
航
空
通
信
施
設
の
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

12
　
那
覇
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
着
陸
誘
導
管
制
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

13
　
大
阪
空
港
事
務
所
の
管
制
保
安
部
は
、
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
施
設
部
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
五
条
　
施
設
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
の
施
設
に
係
る
航
空
法
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
土
木
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
建
築
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
使
用
す
る
機
械
施
設
に
関
す
る
工
事
並
び
に
機
械
施
設
及
び
車
両
の
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

（
総
務
部
に
置
く
課
等
）

第
四
十
六
条
　
総
務
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

総
務
課

会
計
課
（
成
田
空
港
事
務
所
を
除
く
。
）

運
用
調
整
課
（
新
千
歳
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
に
限
る
。
）

空
港
振
興
課
（
東
京
空
港
事
務
所
に
限
る
。
）

地
域
調
整
課
（
成
田
空
港
事
務
所
に
限
る
。
）

環
境
・
地
域
振
興
課
（
東
京
空
港
事
務
所
及
び
福
岡
空
港
事
務
所
に
限
る
。
）

航
空
保
安
防
災
課
（
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
に
限
る
。
）

２
　
前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
総
務
部
に
広
報
企
画
調
整
官
（
東
京
空
港
事
務
所
に
限
る
。
）
、
空
港
業
務
調
整
官
（
東
京
空
港
事
務
所
に
限
る
。
）
及
び
地
域
調
整
官
（
仙
台
空
港
事
務
所
及
び
大
阪
空
港
事
務
所
に
限
る
。
）
そ
れ
ぞ

れ
一
人
を
置
く
。

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
七
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
類
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
職
員
に
貸
与
す
る
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。
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七
　
航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
、
仙
台
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
の
総
務
課
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
に
関
す
る
事
業
（
航
空
機
及
び
そ
の
装
備
品
の
生
産
（
修
理
に
つ
い
て
は
、
航
空
機
製
造
事
業
者
の
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
業
を
除
く
。
）
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
並
び
に
他
部
並
び
に
運
用
調
整
課
及
び
環
境
・
地
域
振
興
課
並
び
に
施
設
運
用
管
理
官
及
び
航
空
灯
火
・
電
気
技

術
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
空
港
等
の
供
用
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
並
び
に
運
用
調
整
課
並
び
に
施
設
運
用
管
理
官
及
び
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

３
　
成
田
空
港
事
務
所
の
総
務
課
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
会
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
八
条
　
会
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
国
有
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
運
用
調
整
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
八
条
の
二
　
運
用
調
整
課
は
、
空
港
等
の
運
用
に
関
す
る
安
全
の
確
保
に
係
る
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
空
港
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
九
条
　
空
港
振
興
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
に
関
す
る
事
業
（
航
空
機
及
び
そ
の
装
備
品
の
生
産
（
修
理
に
つ
い
て
は
、
航
空
機
製
造
事
業
者
の
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
業
を
除
く
。
）
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
並
び
に
他
部
並
び
に
環
境
・
地
域
振
興
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
空
港
等
の
供
用
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
土
地
の
使
用
に
関
す
る
事
務
で
東
京
国
際
空
港
の
整
備
に
よ
る
地
域
の
振
興
に
関
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
地
域
調
整
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
条
　
地
域
調
整
課
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
成
田
国
際
空
港
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
こ
と
に
よ
り
成
田
国
際
空
港
の
円
滑
な
整
備
及
び

運
用
を
確
保
す
る
た
め
の
地
方
公
共
団
体
、
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
環
境
・
地
域
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
一
条
　
環
境
・
地
域
振
興
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行
に
よ
り
生
ず
る
騒
音
等
に
よ
る
障
害
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
業
務
調
整
官
及
び
地
域
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
事
務
で
空
港
等
を
活
用
し
た
地
域
の
振
興
に
関
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
航
空
保
安
防
災
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
二
条
　
航
空
保
安
防
災
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
内
の
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
に
関
す
る
事
故
そ
の
他
空
港
等
に
お
け
る
事
故
及
び
空
港
等
に
お
け
る
災
害
に
関
す
る
こ
と
（
管
制
保
安
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
空
港
等
に
お
け
る
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
航
空
機
の
強
取
、
破
壊
そ
の
他
の
航
空
に
関
す
る
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

（
広
報
企
画
調
整
官
の
職
務
）

第
五
十
三
条
　
広
報
企
画
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
広
報
に
関
す
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
空
港
業
務
調
整
官
の
職
務
）

第
五
十
三
条
の
二
　
空
港
業
務
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
東
京
国
際
空
港
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行
に
よ
り
生
ず
る
騒
音
等
に
よ
る
障
害
並
び
に
空
港
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
地
方
公
共

団
体
、
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
並
び
に
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
地
域
調
整
官
の
職
務
）

第
五
十
三
条
の
三
　
仙
台
空
港
事
務
所
の
地
域
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
仙
台
空
港
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
こ
と
に
よ
り
仙
台
空
港
の
円
滑

な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
の
地
方
公
共
団
体
、
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
　
大
阪
空
港
事
務
所
の
地
域
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
大
阪
国
際
空
港
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
こ
と
に
よ
り
大
阪
国
際
空
港
の
円
滑
な
運

用
を
確
保
す
る
た
め
の
地
方
公
共
団
体
、
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
空
港
安
全
部
に
置
く
課
）

第
五
十
四
条
　
空
港
安
全
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

運
用
調
整
課

自
動
車
交
通
管
理
課
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空
港
保
安
防
災
課

空
港
危
機
管
理
課

（
運
用
調
整
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条
　
運
用
調
整
課
は
、
空
港
等
の
運
用
に
関
す
る
安
全
の
確
保
に
係
る
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
自
動
車
交
通
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条
の
二
　
自
動
車
交
通
管
理
課
は
、
空
港
等
内
の
公
共
用
通
路
に
お
け
る
自
動
車
の
交
通
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
空
港
保
安
防
災
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条
の
三
　
空
港
保
安
防
災
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
内
の
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
こ
と
（
自
動
車
交
通
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
空
港
等
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
に
関
す
る
事
故
そ
の
他
空
港
等
に
お
け
る
事
故
及
び
空
港
等
に
お
け
る
災
害
に
関
す
る
こ
と
（
管
制
保
安
部
並
び
に
空
港
危
機
管
理
課
及
び
自
動
車
交
通
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

（
空
港
危
機
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条
の
四
　
空
港
危
機
管
理
課
は
、
空
港
等
に
お
け
る
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
航
空
管
制
運
航
情
報
官
、
航
空
管
制
通
信
官
、
航
空
管
制
官
、
航
空
管
制
技
術
官
、
施
設
運
用
管
理
官
及
び
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
）

第
五
十
六
条
　
管
制
保
安
部
に
、
航
空
管
制
運
航
情
報
官
（
仙
台
空
港
事
務
所
及
び
成
田
空
港
事
務
所
を
除
く
。
）
、
航
空
管
制
通
信
官
（
成
田
空
港
事
務
所
に
限
る
。
）
、
航
空
管
制
官
、
航
空
管
制
技
術
官
、
施
設
運
用
管
理
官
（
東
京

空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
を
除
く
。
）
及
び
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
を
置
く
。

２
　
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
国
内
航
空
通
信
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
電
話
に
よ
る
航
空
通
信
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
航
空
管
制
通
信
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

３
　
東
京
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
機
の
運
航
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
管
制
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
航
空
機
の
航
行
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
遭
難
航
空
機
の
捜
索
及
び
救
助
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
等
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
救
助
の
実
施
を
除
く
。
）
。

四
　
航
空
情
報
（
電
話
に
よ
る
航
空
情
報
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
運
輸
安
全
委
員
会
の
行
う
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
調
査
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
電
話
に
よ
る
飛
行
場
航
空
情
報
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
電
話
に
よ
る
航
空
路
航
空
情
報
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

４
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
及
び
大
阪
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
前
二
項
に
規
定

す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
電
話
に
よ
る
航
空
情
報
（
電
話
に
よ
る
飛
行
場
航
空
情
報
及
び
電
話
に
よ
る
航
空
路
航
空
情
報
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
と
航
空
機
と
の
航
空
交
通
管
制
及
び
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
連
絡
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
又
は
航
空
機
か
ら
の
要
請
に
よ
り
行
う
も
の
並
び
に
空
港
出
張
所
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

５
　
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
東
京
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
着
陸
帯
、
誘
導
路
、
エ
プ
ロ
ン
及
び
ラ
ン
プ
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
の
保
安
に
関
す
る
こ
と
（
土
木
施
設
、
建
築
施
設
及
び
電
気
施
設
（
航
空
保
安
無
線
施
設
、
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
を
除
く
。
）
に
関
す
る
保
守
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

６
　
航
空
管
制
通
信
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
電
話
に
よ
る
航
空
通
信
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
（
遠
距
離
対
空
通
信
施
設
を
使
用
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
。

二
　
電
話
に
よ
る
航
空
情
報
（
電
話
に
よ
る
飛
行
場
航
空
情
報
及
び
電
話
に
よ
る
航
空
路
航
空
情
報
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
遠
距
離
対
空
通
信
施
設
を
使
用
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
。

三
　
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
と
航
空
機
と
の
航
空
交
通
管
制
及
び
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
連
絡
に
関
す
る
こ
と
（
遠
距
離
対
空
通
信
施
設
を
使
用
し
て
行
う
航
空
機
と
の
連
絡
に
関
す
る
も
の
及
び
そ
れ
に
係
る
航
空

路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
航
空
管
制
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

７
　
航
空
管
制
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
と
航
空
機
と
の
航
空
交
通
管
制
及
び
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
連
絡
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
又
は
航
空
機
か
ら
の
要
請
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
）
。

二
　
進
入
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

三
　
航
空
路
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

四
　
航
空
法
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
及
び
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

五
　
航
空
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。
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六
　
航
空
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
与
え
た
航
空
機
の
到
着
の
通
知
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

七
　
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

８
　
仙
台
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一
　
飛
行
場
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
航
空
法
第
九
十
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

９
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
官
は
、
第
七
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
仙
台
空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
官
は
、
前
二
項
に
規
定
す

る
も
の
の
ほ
か
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

10
　
那
覇
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
官
は
、
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
着
陸
誘
導
管
制
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

11
　
航
空
管
制
技
術
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
国
内
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
の
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

12
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
、
鹿
児
島
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
技
術
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
交
通
管

制
に
用
い
る
施
設
の
作
動
状
況
の
監
視
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

13
　
成
田
空
港
事
務
所
及
び
東
京
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
技
術
官
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
航
空
通
信
施
設
の
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

14
　
施
設
運
用
管
理
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
の
施
設
に
係
る
航
空
法
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
使
用
す
る
機
械
施
設
に
関
す
る
工
事
並
び
に
機
械
施
設
及
び
車
両
の
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

15
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
、
仙
台
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
、
福
岡
空
港
事
務
所
及
び
鹿
児
島
空
港
事
務
所
の
施
設
運
用
管
理
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
土
木
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
建
築
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

16
　
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
灯
火
そ
の
他
の
電
気
施
設
（
航
空
保
安
無
線
施
設
、
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
を
除
く
。
）
に
関
す
る
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
航
空
灯
火
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
類
似
灯
火
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
昼
間
障
害
標
識
に
関
す
る
こ
と
。

17
　
航
空
管
制
運
航
情
報
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
一
人
（
東
京
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
に
あ
っ
て
は
、
二
人
）
を
先
任
航
空
管
制
運
航
情
報
官
と
す
る
。

18
　
航
空
管
制
通
信
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
一
人
を
先
任
航
空
管
制
通
信
官
と
す
る
。

19
　
先
任
航
空
管
制
運
航
情
報
官
及
び
先
任
航
空
管
制
通
信
官
は
、
そ
れ
ぞ
れ
航
空
管
制
運
航
情
報
官
又
は
航
空
管
制
通
信
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

20
　
航
空
管
制
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
一
人
（
東
京
空
港
事
務
所
及
び
那
覇
空
港
事
務
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
）
を
先
任
航
空
管
制
官
と
す
る
。

21
　
先
任
航
空
管
制
官
は
、
航
空
管
制
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

22
　
仙
台
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
及
び
鹿
児
島
空
港
事
務
所
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
航
空
管
制
技
術
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
一
人
、
那
覇
空
港
事
務
所
に
あ
っ
て
は
航
空
管
制
技
術
官
の
う
ち
か
ら
国

土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
二
人
、
新
千
歳
空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
及
び
福
岡
空
港
事
務
所
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
航
空
管
制
技
術
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
三
人
を
先
任
航
空

管
制
技
術
官
と
す
る
。

23
　
先
任
航
空
管
制
技
術
官
は
、
航
空
管
制
技
術
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

24
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
先
任
施
設
運
用
管
理
官
と
す
る
。

一
　
仙
台
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
及
び
鹿
児
島
空
港
事
務
所
　
施
設
運
用
管
理
官
及
び
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
一
人

二
　
新
千
歳
空
港
事
務
所
及
び
福
岡
空
港
事
務
所
　
施
設
運
用
管
理
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
一
人

三
　
大
阪
空
港
事
務
所
　
施
設
運
用
管
理
官
の
う
ち
か
ら
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
二
人

25
　
先
任
施
設
運
用
管
理
官
は
、
施
設
運
用
管
理
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

26
　
仙
台
空
港
事
務
所
、
成
田
空
港
事
務
所
及
び
鹿
児
島
空
港
事
務
所
の
先
任
施
設
運
用
管
理
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

27
　
那
覇
空
港
事
務
所
に
あ
っ
て
は
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
一
人
、
新
千
歳
空
港
事
務
所
、
東
京
空
港
事
務
所
、
大
阪
空
港
事
務
所
及
び
福
岡
空
港
事
務
所
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
航
空

灯
火
・
電
気
技
術
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
二
人
を
先
任
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
と
す
る
。

28
　
先
任
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
は
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

29
　
第
十
七
項
、
第
十
八
項
、
第
二
十
項
及
び
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
管
制
運
航
情
報
官
、
航
空
管
制
通
信
官
、
航
空
管
制
官
及
び
航
空
管
制
技
術
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
そ
れ
ぞ
れ

次
席
航
空
管
制
運
航
情
報
官
、
次
席
航
空
管
制
通
信
官
、
次
席
航
空
管
制
官
及
び
次
席
航
空
管
制
技
術
官
と
す
る
。
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30
　
次
席
航
空
管
制
運
航
情
報
官
、
次
席
航
空
管
制
通
信
官
、
次
席
航
空
管
制
官
及
び
次
席
航
空
管
制
技
術
官
は
、
そ
れ
ぞ
れ
航
空
管
制
運
航
情
報
官
、
航
空
管
制
通
信
官
、
航
空
管
制
官
又
は
航
空
管
制
技
術
官
の
所
掌
に
属
す
る
事

務
の
管
理
に
関
し
、
先
任
航
空
管
制
運
航
情
報
官
、
先
任
航
空
管
制
通
信
官
、
先
任
航
空
管
制
官
又
は
先
任
航
空
管
制
技
術
官
を
補
佐
す
る
。

（
施
設
運
用
管
理
官
及
び
空
港
施
設
保
全
対
策
官
）

第
五
十
七
条
　
施
設
部
に
、
施
設
運
用
管
理
官
及
び
空
港
施
設
保
全
対
策
官
一
人
を
置
く
。

２
　
施
設
運
用
管
理
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
の
施
設
に
係
る
航
空
法
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
土
木
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
建
築
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
使
用
す
る
機
械
施
設
に
関
す
る
工
事
並
び
に
機
械
施
設
及
び
車
両
の
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
空
港
施
設
保
全
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
自
然
災
害
に
よ
る
被
害
の
予
防
そ
の
他
の
空
港
等
の
施
設
に
係
る
保
全
に
関
す
る
技
術
の
向
上
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

４
　
那
覇
空
港
事
務
所
に
あ
っ
て
は
施
設
運
用
管
理
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
四
人
、
東
京
空
港
事
務
所
に
あ
っ
て
は
施
設
運
用
管
理
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
五
人
を
先
任
施
設
運
用
管
理

官
と
す
る
。

５
　
先
任
施
設
運
用
管
理
官
は
、
施
設
運
用
管
理
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
　
削
除

第
三
款
　
そ
の
他
の
空
港
事
務
所

（
地
域
調
整
官
）

第
六
十
一
条
　
函
館
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２
　
函
館
空
港
事
務
所
の
地
域
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
六
十
九
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
函
館
空
港
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
こ
と
に
よ
り
函
館
空
港
の
円
滑
な
運
用
を
確
保

す
る
た
め
の
地
方
公
共
団
体
、
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
　
宮
崎
空
港
事
務
所
の
地
域
調
整
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
、
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
宮
崎
空
港
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行
に
よ
り
生
ず
る
騒
音
等
に
よ
る
障
害
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
事
務
で
宮
崎
空
港
を
活
用
し
た
地
域
の
振
興
に
関
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
航
空
管
制
運
航
情
報
官
）

第
六
十
二
条
　
丘
珠
空
港
事
務
所
、
稚
内
空
港
事
務
所
、
三
沢
空
港
事
務
所
、
百
里
空
港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務
所
、
小
松
空
港
事
務
所
、
八
尾
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
美
保
空
港
事
務
所
、
岩
国
空
港
事
務
所
、
徳
島

空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、
北
九
州
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
に
、
航
空
管
制
運
航
情
報
官
を
置
く
。

２
　
新
潟
空
港
事
務
所
、
八
尾
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、
北
九
州
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
次

に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
機
の
運
航
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
管
制
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
航
空
機
の
航
行
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
遭
難
航
空
機
の
捜
索
及
び
救
助
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
課
及
び
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
航
空
情
報
（
電
話
に
よ
る
航
空
情
報
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
国
内
航
空
通
信
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
運
輸
安
全
委
員
会
の
行
う
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
調
査
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
丘
珠
空
港
事
務
所
、
三
沢
空
港
事
務
所
、
百
里
空
港
事
務
所
、
小
松
空
港
事
務
所
、
美
保
空
港
事
務
所
、
岩
国
空
港
事
務
所
及
び
徳
島
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
着
陸
帯
、
誘
導
路
、
エ
プ
ロ
ン
及
び
ラ
ン
プ
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
の
保
安
に
関
す
る
こ
と
（
土
木
施
設
、
建
築
施
設
及
び
電
気
施
設
（
航
空
保
安
無
線
施
設
、
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
を
除
く
。
）
に
関
す
る
保
守
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

４
　
新
潟
空
港
事
務
所
、
八
尾
空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、
北
九
州
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
着
陸
帯
、
誘
導
路
、
エ
プ
ロ
ン
及
び
ラ
ン
プ
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
の
保
安
に
関
す
る
こ
と
（
土
木
施
設
、
建
築
施
設
及
び
電
気
施
設
（
航
空
保
安
無
線
施
設
、
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
を
除
く
。
）
に
関
す
る
保
守
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

５
　
稚
内
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
電
話
に
よ
る
航
空
通
信
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
電
話
に
よ
る
航
空
路
航
空
情
報
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

三
　
電
話
に
よ
る
航
空
情
報
（
電
話
に
よ
る
飛
行
場
航
空
情
報
及
び
電
話
に
よ
る
航
空
路
航
空
情
報
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
と
航
空
機
と
の
航
空
交
通
管
制
及
び
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
連
絡
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
又
は
航
空
機
か
ら
の
要
請
に
よ
り
行
う
も
の
並
び
に
空
港
出
張
所
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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６
　
新
潟
空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
関
西
空
港
事
務
所

の
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
電
話
に
よ
る
航
空
通
信
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
電
話
に
よ
る
飛
行
場
航
空
情
報
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
電
話
に
よ
る
航
空
路
航
空
情
報
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

７
　
航
空
管
制
運
航
情
報
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
そ
れ
ぞ
れ
先
任
航
空
管
制
運
航
情
報
官
と
す
る
。

８
　
先
任
航
空
管
制
運
航
情
報
官
は
、
航
空
管
制
運
航
情
報
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

９
　
関
西
空
港
事
務
所
に
あ
っ
て
は
、
第
七
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
管
制
運
航
情
報
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
そ
れ
ぞ
れ
次
席
航
空
管
制
運
航
情
報
官
と
す
る
。

10
　
次
席
航
空
管
制
運
航
情
報
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
の
管
理
に
関
し
、
先
任
航
空
管
制
運
航
情
報
官
を
補
佐
す
る
。

第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
四
条
　
削
除

（
航
空
管
制
官
）

第
六
十
五
条
　
函
館
空
港
事
務
所
、
釧
路
空
港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務
所
、
中
部
空
港
事
務
所
、
八
尾
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
広
島
空
港
事
務
所
、
高
松
空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、
北
九

州
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
熊
本
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
に
、
航
空
管
制
官
を
置
く
。

２
　
航
空
管
制
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
飛
行
場
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
と
航
空
機
と
の
航
空
交
通
管
制
及
び
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
連
絡
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
又
は
航
空
機
か
ら
の
要
請
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
）
。

三
　
航
空
法
第
九
十
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
進
入
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

五
　
航
空
路
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

六
　
航
空
法
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
及
び
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

七
　
航
空
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

八
　
航
空
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
与
え
た
航
空
機
の
到
着
の
通
知
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

九
　
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
交
通
管
制
部
長
が
空
港
事
務
所
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
。

３
　
函
館
空
港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務
所
、
中
部
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
広
島
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
熊
本
空
港
事
務
所
及
び
大
分
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
タ

ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４
　
航
空
管
制
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
先
任
航
空
管
制
官
と
す
る
。

５
　
先
任
航
空
管
制
官
は
、
航
空
管
制
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

６
　
中
部
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
熊
本
空
港
事
務
所
及
び
大
分
空
港
事
務
所
に
あ
っ
て
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
管
制
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
次
席
航

空
管
制
官
と
す
る
。

７
　
次
席
航
空
管
制
官
は
、
航
空
管
制
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
の
管
理
に
関
し
、
先
任
航
空
管
制
官
を
補
佐
す
る
。

（
航
空
管
制
技
術
官
）

第
六
十
六
条
　
函
館
空
港
事
務
所
、
釧
路
空
港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務
所
、
中
部
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
広
島
空
港
事
務
所
、
高
松
空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、
北
九
州
空
港
事
務
所
、
長

崎
空
港
事
務
所
、
熊
本
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
に
、
航
空
管
制
技
術
官
を
置
く
。

２
　
航
空
管
制
技
術
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
国
内
航
空
通
信
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

３
　
函
館
空
港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務
所
、
中
部
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
広
島
空
港
事
務
所
、
高
松
空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、
北
九
州
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
熊
本
空
港
事

務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
技
術
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
レ
ー
ダ
ー
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
事
務
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

４
　
函
館
空
港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務
所
、
中
部
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
広
島
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
熊
本
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
技
術
官
は
、
前
二
項
に

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

５
　
中
部
空
港
事
務
所
及
び
関
西
空
港
事
務
所
の
航
空
管
制
技
術
官
は
、
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
交
通
管
制
に
用
い
る
施
設
の
作
動
状
況
の
監
視
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

６
　
航
空
管
制
技
術
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
先
任
航
空
管
制
技
術
官
と
す
る
。

７
　
先
任
航
空
管
制
技
術
官
は
、
航
空
管
制
技
術
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

８
　
函
館
空
港
事
務
所
、
釧
路
空
港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務
所
、
中
部
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
広
島
空
港
事
務
所
、
高
松
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
熊
本
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務

所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
に
あ
っ
て
は
、
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
管
制
技
術
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
次
席
航
空
管
制
技
術
官
と
す
る
。
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９
　
次
席
航
空
管
制
技
術
官
は
、
航
空
管
制
技
術
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
の
管
理
に
関
し
、
先
任
航
空
管
制
技
術
官
を
補
佐
す
る
。

（
施
設
運
用
管
理
官
及
び
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
）

第
六
十
七
条
　
新
潟
空
港
事
務
所
、
中
部
空
港
事
務
所
、
関
西
空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
に
、
施
設
運
用
管
理
官
及
び
航
空
灯
火
・
電
気

技
術
官
を
置
く
。

２
　
施
設
運
用
管
理
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
の
施
設
に
係
る
航
空
法
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
土
木
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
等
に
関
す
る
国
の
直
轄
の
土
木
施
設
の
整
備
及
び
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
建
築
施
設
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
使
用
す
る
機
械
施
設
に
関
す
る
工
事
並
び
に
機
械
施
設
及
び
車
両
の
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
灯
火
そ
の
他
の
電
気
施
設
（
航
空
保
安
無
線
施
設
、
航
空
通
信
施
設
、
レ
ー
ダ
ー
及
び
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
施
設
を
除
く
。
）
に
関
す
る
工
事
、
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
航
空
灯
火
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
類
似
灯
火
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
昼
間
障
害
標
識
に
関
す
る
こ
と
。

４
　
施
設
運
用
管
理
官
及
び
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
先
任
施
設
運
用
管
理
官
と
す
る
。

５
　
先
任
施
設
運
用
管
理
官
は
、
施
設
運
用
管
理
官
及
び
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

（
空
港
事
務
所
に
置
く
課
）

第
六
十
八
条
　
丘
珠
空
港
事
務
所
、
稚
内
空
港
事
務
所
、
函
館
空
港
事
務
所
、
釧
路
空
港
事
務
所
、
三
沢
空
港
事
務
所
、
百
里
空
港
事
務
所
、
新
潟
空
港
事
務
所
、
小
松
空
港
事
務
所
、
中
部
空
港
事
務
所
、
八
尾
空
港
事
務
所
、
関
西

空
港
事
務
所
、
美
保
空
港
事
務
所
、
広
島
空
港
事
務
所
、
岩
国
空
港
事
務
所
、
徳
島
空
港
事
務
所
、
高
松
空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、
北
九
州
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
熊
本
空
港
事
務
所
、

大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
に
、
別
表
第
二
に
定
め
る
区
分
に
よ
り
課
を
置
く
。

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
十
九
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
類
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
職
員
に
貸
与
す
る
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
航
空
に
関
す
る
事
業
（
航
空
機
及
び
そ
の
装
備
品
の
生
産
（
修
理
に
つ
い
て
は
、
航
空
機
製
造
事
業
者
の
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
業
を
除
く
。
）
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
空
港
出
張
所
及
び
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
並
び
に
地
域
調
整
官
、
施
設
運
用
管
理
官
及
び
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
並
び
に
環
境
・
地
域
振
興
課
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
　
空
港
等
の
供
用
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
管
制
運
航
情
報
官
、
施
設
運
用
管
理
官
及
び
航
空
灯
火
・
電
気
技
術
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
一
　
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
国
有
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
新
潟
空
港
事
務
所
、
八
尾
空
港
事
務
所
、
松
山
空
港
事
務
所
、
高
知
空
港
事
務
所
、
長
崎
空
港
事
務
所
、
大
分
空
港
事
務
所
及
び
宮
崎
空
港
事
務
所
の
総
務
課
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

一
　
空
港
等
内
の
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
に
関
す
る
事
故
そ
の
他
空
港
等
に
お
け
る
事
故
及
び
空
港
等
に
お
け
る
災
害
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
管
制
運
航
情
報
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
空
港
等
に
お
け
る
航
空
に
関
す
る
危
機
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
航
空
機
の
強
取
、
破
壊
そ
の
他
の
航
空
に
関
す
る
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
八
尾
空
港
事
務
所
の
総
務
課
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
十
七
条
第
二
項
各
号
及
び
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
（
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
機
械
施
設
の
工
事
に
関
す
る
も
の
に
限

る
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
環
境
・
地
域
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
条
　
環
境
・
地
域
振
興
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
空
港
等
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行
に
よ
り
生
ず
る
騒
音
等
に
よ
る
障
害
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
事
務
で
空
港
等
を
活
用
し
た
地
域
の
振
興
に
関
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。
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第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
二
条
　
削
除

（
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
三
条
　
管
理
課
は
、
第
六
十
七
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
（
機
械
施
設
の
工
事
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
第
六
十

九
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
　
三
沢
空
港
事
務
所
及
び
美
保
空
港
事
務
所
の
管
理
課
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
十
七
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
（
機
械
施
設
及
び
車
両
の
保
守
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
　
徳
島
空
港
事
務
所
の
管
理
課
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
保
安
無
線
施
設
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
九
条
ま
で
　
削
除

第
三
節
　
空
港
出
張
所

（
名
称
及
び
位
置
）

第
八
十
条
　
空
港
出
張
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
八
十
一
条
　
空
港
出
張
所
は
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一
　
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
と
航
空
機
と
の
航
空
交
通
管
制
及
び
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
花
巻
空
港
出
張
所
、
山
形
空
港
出
張
所
、
福
島
空
港
出
張
所
、
静
岡
空
港
出
張
所
、
南
紀
白
浜
空
港
出
張
所
、
出
雲
空
港
出
張
所
、
山
口
宇
部
空
港
出
張
所
及
び
佐
賀
空
港
出
張
所
は
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
前
項

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一
　
電
話
に
よ
る
航
空
情
報
（
電
話
に
よ
る
飛
行
場
航
空
情
報
及
び
電
話
に
よ
る
航
空
路
航
空
情
報
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
電
話
に
よ
る
航
空
通
信
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
旭
川
空
港
出
張
所
、
帯
広
空
港
出
張
所
、
女
満
別
空
港
出
張
所
、
青
森
空
港
出
張
所
、
富
山
空
港
出
張
所
、
神
戸
空
港
出
張
所
、
岡
山
空
港
出
張
所
及
び
石
垣
空
港
出
張
所
は
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
一
項
に
規

定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一
　
飛
行
場
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
航
空
法
第
九
十
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
国
内
航
空
通
信
施
設
の
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

４
　
旭
川
空
港
出
張
所
、
帯
広
空
港
出
張
所
、
女
満
別
空
港
出
張
所
、
青
森
空
港
出
張
所
、
岡
山
空
港
出
張
所
及
び
石
垣
空
港
出
張
所
は
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
一
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
レ
ー
ダ

ー
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

５
　
空
港
出
張
所
は
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
分
掌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
管
轄
区
域
及
び
内
部
組
織
）

第
八
十
二
条
　
空
港
出
張
所
の
管
轄
区
域
及
び
内
部
組
織
は
、
地
方
航
空
局
長
が
定
め
る
。

第
四
節
　
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所

（
名
称
及
び
位
置
）

第
八
十
三
条
　
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
八
十
四
条
　
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
は
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一
　
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
と
航
空
機
と
の
航
空
交
通
管
制
及
び
航
空
機
の
位
置
通
報
に
関
す
る
連
絡
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
路
管
制
業
務
を
行
う
機
関
又
は
航
空
機
か
ら
の
要
請
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
）
。

三
　
飛
行
場
管
制
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
航
空
法
第
九
十
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
国
内
航
空
通
信
施
設
の
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
レ
ー
ダ
ー
に
関
す
る
工
事
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
航
空
保
安
無
線
施
設
の
運
用
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
は
、
地
方
航
空
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
空
港
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
分
掌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
管
轄
区
域
及
び
内
部
組
織
）

第
八
十
五
条
　
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
管
轄
区
域
及
び
内
部
組
織
は
、
地
方
航
空
局
長
が
定
め
る
。

第
三
章
　
雑
則

第
八
十
六
条
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
分
掌
そ
の
他
組
織
の
細
目
は
、
地
方
航
空
局
長
が
定
め
る
。

附
　
則
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
令
（
次
項
に
お
い
て
「
本
部
令
」
と
い
う
。
）
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
本
部
令
の
効
力
）

２
　
こ
の
本
部
令
は
、
そ
の
施
行
の
日
に
、
地
方
航
空
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
五
号
）
と
な
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
条
の
改
正
規
定
、
第
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
五
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
七
項
中
「
福
岡
空
港
事
務
所
」
の
下
に
「
、
長
崎
空
港
事
務
所
」

を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
八
十
七
条
第
三
項
中
「
釧
路
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
」
を
「
函
館
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
、
釧
路
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
」
に
改
め
る
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
一
の
改
正
規
定
　

平
成
十
三
年
四
月
一
日

二
　
別
表
第
六
の
改
正
規
定
　
平
成
十
三
年
五
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
八
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鉄
道
事
故
等
報
告
規
則
の
規
定
は
、
同
日
以
後
に
発
生
し
た
同
規
則
第
一
条
に
規
定
す
る
事
故
、
事
態
及
び
災
害
に
関
す
る
報
告
に
つ
い

て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
中
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
三
条
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
測
量
法
及
び
水
路
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
三
条
の
規
定
は
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
二
日
国
土
交
通
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
附
則
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
二
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
気
象
庁
組
織
規
則
別
表
第
二
大
阪
管
区
気
象
台
の
項
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
中
地
方
航
空
局
組
織
規
則
別
表
第
一
広
島
空
港
事
務
所
の
項
の
改

正
規
定
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
九
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
鹿
児
島
空
港
事
務
所
の
項
及
び
別
表
第
五
加
世
田
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
項
の
改
正
規
定
は
同
年
十
一
月
七
日
か
ら
、
別
表
第
七
友
部
航

空
無
線
通
信
所
の
項
の
改
正
規
定
は
平
成
十
八
年
三
月
十
九
日
か
ら
、
別
表
第
三
奄
美
空
港
出
張
所
の
項
及
び
別
表
第
五
名
瀬
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所
の
項
の
改
正
規
定
は
同
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
運
輸
の
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
七
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
の
規
定
　
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

二
　
第
三
条
の
規
定
　
平
成
二
十
二
年
一
月
十
四
日

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
六
十
五
条
第
三
項
の
改
正
規
定
（
「
、
高
知
空
港
事
務
所
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六
十
六
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（
「
、
高
知
空
港
事
務
所
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
　
平
成
二
十
三
年
六
月
二
日

二
　
第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
十
四
条
を
削
る
改
正
規
定
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
六
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
三

項
の
改
正
規
定
（
「
、
高
知
空
港
事
務
所
」
を
削
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
第
六
項
の
改
正
規
定
、
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（
「
、
高
知
空
港
事
務
所
」
を
削
る
部
分
を
除
く
。
）
、

同
条
第
七
項
の
改
正
規
定
、
第
六
十
八
条
の
改
正
規
定
、
第
八
十
一
条
第
三
項
の
改
正
規
定
（
「
及
び
奄
美
空
港
出
張
所
」
を
「
、
奄
美
空
港
出
張
所
及
び
下
地
島
空
港
出
張
所
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
七
項
の
改
正
規

定
（
「
岡
山
空
港
出
張
所
」
の
下
に
「
、
下
地
島
空
港
出
張
所
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
八
項
の
改
正
規
定
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
三
の
改
正
規
定
（
下
地
島
空
港
出
張
所
の
項
を
加
え

る
部
分
に
限
る
。
）
　
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
六
日
国
土
交
通
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
六
十
五
条
第
三
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
六
十
六
条
第
四
項
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日

二
　
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
の
二
第
一
号
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
改
正
規
定
、
第
二
十
六
条
の
二
を
第
二
十
六
条
の
三
と
し
、
第
二
十
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
条
の
改
正
規
定
、

第
四
十
一
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
四
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
四
十
四
条
第
五
項
及
び
第
七
項
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
、
第
五
十
三
条
並
び
に
第
五
十
六
条
第
四
項
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

三
　
第
四
十
四
条
第
一
項
第
十
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第
三
項
第
十
号
を
削
る
改
正
規
定
、
第
五
十
六
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
四
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
十
一
条
第
三
項
の
改
正
規
定
（
「
、
能
登
空
港
出
張
所
」
を
削
る
部

分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
八
項
及
び
第
八
十
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
別
表
第
三
の
改
正
規
定
（
能
登
空
港
出
張
所
の
項
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
別
表
第
四
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
四
十
条
の
改
正
規
定
、
第
四
十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
四
十
四
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
及
び
第
七
項

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第
十
三
項
及
び
第
二
十
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
五
十
七
条
第
四
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
三
十
六
条
関
係
）

名
称

位
置

管
轄
区
域

丘
珠
空
港
事
務
所

札
幌
市

北
海
道
の
う
ち
札
幌
市
、
江
別
市
、
石
狩
市
、
北
広
島
市
及
び
石
狩
振
興
局
管
内

新
千
歳
空
港
事
務
所

千
歳
市

北
海
道
の
う
ち
小
樽
市
、
旭
川
市
、
室
蘭
市
、
夕
張
市
、
岩
見
沢
市
、
留
萌
市
、
苫
小
牧
市
、
美
唄
市
、
芦
別
市
、
赤
平
市
、
士
別
市
、
名
寄
市
、
三
笠
市
、
千
歳
市
、
滝
川
市
、

砂
川
市
、
歌
志
内
市
、
深
川
市
、
富
良
野
市
、
登
別
市
、
恵
庭
市
、
伊
達
市
、
後
志
総
合
振
興
局
管
内
、
空
知
総
合
振
興
局
管
内
、
上
川
総
合
振
興
局
管
内
、
留
萌
振
興
局
管
内
、

胆
振
総
合
振
興
局
管
内
及
び
日
高
振
興
局
管
内

稚
内
空
港
事
務
所

稚
内
市

北
海
道
の
う
ち
稚
内
市
及
び
宗
谷
総
合
振
興
局
管
内
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函
館
空
港
事
務
所

函
館
市

北
海
道
の
う
ち
函
館
市
、
渡
島
総
合
振
興
局
管
内
及
び
檜
山
振
興
局
管
内

釧
路
空
港
事
務
所

釧
路
市

北
海
道
の
う
ち
釧
路
市
、
帯
広
市
、
北
見
市
、
網
走
市
、
紋
別
市
、
根
室
市
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
管
内
、
十
勝
総
合
振
興
局
管
内
、
釧
路
総
合
振
興
局
管
内
及
び
根
室
振

興
局
管
内

三
沢
空
港
事
務
所

三
沢
市

青
森
県

仙
台
空
港
事
務
所

名
取
市

岩
手
県
　
宮
城
県
　
秋
田
県
　
福
島
県

百
里
空
港
事
務
所

小
美
玉
市

茨
城
県

成
田
空
港
事
務
所

成
田
市

千
葉
県

東
京
空
港
事
務
所

東
京
都
大
田
区

栃
木
県
　
群
馬
県
　
埼
玉
県
　
東
京
都
　
神
奈
川
県
　
山
梨
県
　
長
野
県
　
静
岡
県

新
潟
空
港
事
務
所

新
潟
市

山
形
県
　
新
潟
県

小
松
空
港
事
務
所

小
松
市

富
山
県
　
石
川
県
　
福
井
県

中
部
空
港
事
務
所

常
滑
市

岐
阜
県
　
愛
知
県
　
三
重
県

大
阪
空
港
事
務
所

豊
中
市

滋
賀
県
　
京
都
府
　
大
阪
府
（
八
尾
空
港
事
務
所
及
び
関
西
空
港
事
務
所
の
管
轄
に
属
す
る
区
域
を
除
く
。
）
　
兵
庫
県
　
岡
山
県

八
尾
空
港
事
務
所

八
尾
市

大
阪
府
の
う
ち
八
尾
市
、
富
田
林
市
、
河
内
長
野
市
、
松
原
市
、
柏
原
市
、
羽
曳
野
市
、
藤
井
寺
市
、
東
大
阪
市
、
大
阪
狭
山
市
及
び
南
河
内
郡
（
航
空
交
通
管
制
に
関
す
る
事

務
に
係
る
管
轄
区
域
に
あ
っ
て
は
大
阪
市
及
び
堺
市
の
う
ち
北
緯
三
四
度
三
五
分
四
八
秒
東
経
一
三
五
度
三
六
分
二
秒
の
地
点
を
中
心
と
す
る
半
径
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
円
内
の

部
分
を
含
む
。
）
　
奈
良
県

関
西
空
港
事
務
所

泉
南
郡
田
尻
町

大
阪
府
の
う
ち
堺
市
（
航
空
交
通
管
制
に
関
す
る
事
務
に
係
る
管
轄
区
域
に
あ
っ
て
は
八
尾
空
港
事
務
所
の
管
轄
に
属
す
る
区
域
を
除
く
。
）
、
岸
和
田
市
、
泉
大
津
市
、
貝
塚
市
、

泉
佐
野
市
、
和
泉
市
、
高
石
市
、
泉
南
市
、
阪
南
市
、
泉
北
郡
及
び
泉
南
郡
　
和
歌
山
県

美
保
空
港
事
務
所

境
港
市

鳥
取
県
　
島
根
県

広
島
空
港
事
務
所

三
原
市

広
島
県

岩
国
空
港
事
務
所

岩
国
市

山
口
県
（
北
九
州
空
港
事
務
所
の
管
轄
に
属
す
る
区
域
を
除
く
。
）

徳
島
空
港
事
務
所

徳
島
県
板
野
郡
松
茂
町

徳
島
県

高
松
空
港
事
務
所

高
松
市

香
川
県

松
山
空
港
事
務
所

松
山
市

愛
媛
県

高
知
空
港
事
務
所

南
国
市

高
知
県

福
岡
空
港
事
務
所

福
岡
市

福
岡
県
（
北
九
州
空
港
事
務
所
の
管
轄
に
属
す
る
区
域
を
除
く
。
）
　
佐
賀
県
　
長
崎
県
の
う
ち
対
馬
市
及
び
壱
岐
市

北
九
州
空
港
事
務
所

北
九
州
市

山
口
県
の
う
ち
下
関
市
、
宇
部
市
、
長
門
市
、
美
祢
市
及
び
山
陽
小
野
田
市
　
福
岡
県
の
う
ち
北
九
州
市
、
行
橋
市
、
豊
前
市
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡

長
崎
空
港
事
務
所

大
村
市

長
崎
県
（
福
岡
空
港
事
務
所
の
管
轄
に
属
す
る
区
域
を
除
く
。
）

熊
本
空
港
事
務
所

熊
本
県
上
益
城
郡
益
城
町

熊
本
県

大
分
空
港
事
務
所

国
東
市

大
分
県

宮
崎
空
港
事
務
所

宮
崎
市

宮
崎
県

鹿
児
島
空
港
事
務
所

霧
島
市

鹿
児
島
県

那
覇
空
港
事
務
所

那
覇
市

沖
縄
県

別
表
第
二
（
第
六
十
八
条
関
係
）

空
港
事
務
所

空
港
事
務
所
に
置
く
課

松
山
空
港
事
務
所

総
務
課
　
環
境
・
地
域
振
興
課

稚
内
空
港
事
務
所

函
館
空
港
事
務
所

釧
路
空
港
事
務
所

新
潟
空
港
事
務
所

中
部
空
港
事
務
所

八
尾
空
港
事
務
所

関
西
空
港
事
務
所

広
島
空
港
事
務
所

高
松
空
港
事
務
所

総
務
課
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高
知
空
港
事
務
所

長
崎
空
港
事
務
所

熊
本
空
港
事
務
所

大
分
空
港
事
務
所

宮
崎
空
港
事
務
所

丘
珠
空
港
事
務
所

三
沢
空
港
事
務
所

百
里
空
港
事
務
所

小
松
空
港
事
務
所

美
保
空
港
事
務
所

岩
国
空
港
事
務
所

徳
島
空
港
事
務
所

北
九
州
空
港
事
務
所

管
理
課

別
表
第
三
（
第
八
十
条
関
係
）

名
称

位
置

旭
川
空
港
出
張
所

北
海
道
上
川
郡
東
神
楽
町

帯
広
空
港
出
張
所

帯
広
市

女
満
別
空
港
出
張
所

北
海
道
網
走
郡
大
空
町

青
森
空
港
出
張
所

青
森
市

花
巻
空
港
出
張
所

花
巻
市

山
形
空
港
出
張
所

東
根
市

福
島
空
港
出
張
所

福
島
県
石
川
郡
玉
川
村

静
岡
空
港
出
張
所

牧
之
原
市

富
山
空
港
出
張
所

富
山
市

神
戸
空
港
出
張
所

神
戸
市

南
紀
白
浜
空
港
出
張
所

和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
白
浜
町

出
雲
空
港
出
張
所

出
雲
市

岡
山
空
港
出
張
所

岡
山
市

山
口
宇
部
空
港
出
張
所

宇
部
市

佐
賀
空
港
出
張
所

佐
賀
市

石
垣
空
港
出
張
所

石
垣
市

別
表
第
四
（
第
八
十
三
条
関
係
）

名
称

位
置

秋
田
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所

秋
田
市

宮
古
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所

宮
古
島
市
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